
  

愛 媛 県 土 木 部 土 木 工 事 の 監 督 に 関 す る 現 場 技 術 業 務 委 託  

入 札 後 審 査 型 一 般 競 争 入 札 実 施 要 領  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 愛 媛 県 土 木 部 が 発 注 す る 土 木 工 事 の 監

督 に 関 す る 現 場 技 術 業 務 委 託 （ 以 下 「 現 場 技 術 業 務 委 託 」

と い う 。 ） に お け る 入 札 業 務 の 効 率 化 及 び 発 注 期 間 の 短 縮

化 を 図 り 、 入 札 ・ 契 約 手 続 の よ り 一 層 の 透 明 性 ・ 競 争 性 を

確 保 す る た め 、 入 札 後 審 査 型 一 般 競 争 入 札 を 実 施 す る に あ

た っ て 必 要 な 手 続 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  現 場 技 術 業 務 委 託 と は 、 愛 媛 県 土 木 部 が 発 注 し た 土

木 工 事 に お い て 、 監 督 員 が 実 施 す る 現 場 技 術 業 務 の 一 部 を

外 部 委 託 し 、 監 督 員 の 補 助 と し て 、 監 督 員 に 代 わ り 現 場 技

術 業 務 を 実 施 す る も の を い う 。  

２  入 札 後 審 査 型 一 般 競 争 入 札 と は 、 一 般 競 争 入 札 に 係 る 入

札 前 の 入 札 参 加 申 請 手 続 を 簡 略 化 し 、 愛 媛 県 電 子 入 札 運 用

基 準 （ 工 事 ・ 業 務 ） （ 平 成 1 7年 ８ 月 1 7日 制 定 。 以 下 「 運 用

基 準 」 と い う 。 ） に 定 義 す る シ ス テ ム （ 以 下 「 電 子 入 札 シ

ス テ ム 」 と い う 。 ） に よ る 開 札 の 執 行 後 に 最 低 価 格 入 札 者

か ら 順 に 入 札 参 加 資 格 を 審 査 し て 落 札 者 を 決 定 す る も の を

い う 。  

 （ 入 札 の 公 告 等 ）  

第 ３ 条  入 札 執 行 者 は 、地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 2 2年 政 令 第 1

6号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第  1 6 7条 の ６ 第 １ 項 及 び 愛 媛 県

会 計 規 則 （ 昭 和 4 5年 規 則 第 1 8号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ）

第  1 3 2条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ （ 愛 媛 県

電 子 入 札 ホ ー ム ペ ー ジ を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 県 の 掲 示

板 に よ り 公 告 す る も の と す る 。  

２  入 札 の 公 告 は 、 別 添 標 準 入 札 公 告 例 に よ る も の と す る 。  

 （ 入 札 参 加 資 格 ）  

第 ４ 条  入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 は 、 令 第  1 6 7条 の ６

に 規 定 す る 「 競 争 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 」 と し て 、 概

ね 、 次 の 事 項 を 公 告 す る も の と す る 。  

( 1） 令 第  1 6 7条 の ４ の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

( 2） 県 の 建 設 工 事 等 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書 （ 測 量 ・ 建 設

コ ン サ ル タ ン ト 等 ） を 提 出 し て い る こ と 。  

( 3） 入 札 期 間 の 初 日 か ら 落 札 者 の 決 定 の 日 ま で の 間 に 、 愛

媛 県 建 設 工 事 入 札 参 加 資 格 停 止 措 置 要 綱 （ 昭 和 6 3年 ８ 月

１ 日 制 定 ） に 基 づ い て 知 事 が 行 う 入 札 参 加 資 格 停 止 の 期

間 が な い 者 で あ る こ と 。  

( 4） 当 該 業 務 の 対 象 工 事 に 係 る 施 工 業 者 又 は 当 該 業 者 と 資

本 若 し く は 人 事 面 に お い て 関 連 が あ る 者 で な い こ と 。  

( 5） 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 の 間 に 、 資 本 関 係 又 は 人 的

関 係 が な い 者 で あ る こ と 。  



  

( 6） 本 店 、 支 店 又 は 営 業 所 の 所 在 地 等 か ら み て 、 当 該 業 務

を 的 確 か つ 円 滑 に 実 施 で き る 体 制 が 確 保 で き る こ と 。  

( 7） 当 該 業 務 に 配 置 を 予 定 す る 管 理 技 術 者 及 び 現 場 技 術 員

が 適 正 で あ る こ と 。 （ 必 要 な 資 格 基 準 等 を 明 示 す る こ

と 。 ）  

( 8） そ の 他 工 事 毎 に 必 要 と 認 め る 事 項  

 （ 入 札 参 加 資 格 の 決 定 ）  

第 ５ 条  前 条 に 規 定 す る 資 格 は 、 当 該 業 務 を 発 注 す る 地 方 機

関 に お い て 設 置 す る 検 討 委 員 会 等 の 審 査 を 経 て 地 方 機 関 の

長 が 決 定 す る も の と す る 。  

 （ 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 及 び 入 札 参 加 資 格 確 認 資 料 の 提

出 ）  

第 ６ 条  入 札 後 審 査 型 一 般 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 の 入 札 参 加

資 格 を 確 認 す る た め 、 参 加 希 望 者 か ら 入 札 時 に 入 札 参 加 資

格 確 認 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 。 以 下 「 申 請 書 」 と い う 。 ） 及

び 入 札 参 加 資 格 確 認 資 料 （ 様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 確 認 資 料 」

と い う 。 ） の 提 出 を 求 め る こ と と し 、 そ の 旨 を 公 告 に お い

て 明 ら か に す る も の と す る 。  

２  申 請 書 及 び 確 認 資 料 の 作 成 方 法 は 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲

載 す る と と も に 、 提 出 方 法 及 び 提 出 期 間 に つ い て は 、 公 告

に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。  

３  公 告 に お い て 示 す 様 式 は 、申 請 書 に つ い て は 様 式 第 １ 号 、

確 認 資 料 に つ い て は 様 式 第 ２ 号 に 準 じ て 作 成 す る も の と す

る 。  

 （ 基 本 的 入 札 参 加 資 格 の 事 前 確 認 ）  

第 ７ 条  入 札 執 行 者 は 、 入 札 後 審 査 型 一 般 競 争 入 札 の 入 札 に

参 加 し よ う と す る 者 が 、 第 ４ 条 第 １ 号 か ら 第 ６ 号 ま で に 規

定 す る 入 札 参 加 資 格 を 有 し て い る か ど う か の 確 認 及 び 同 条

第 ７ 号 及 び 第 ８ 号 に 規 定 す る 入 札 参 加 資 格 に 関 し て 、 入 札

執 行 者 が 指 定 し た 期 間 に 申 請 書 及 び 確 認 資 料 を 提 出 し て い

る か ど う か の 確 認 を 、 全 て の 入 札 参 加 者 に つ い て 開 札 執 行

前 に 行 う も の と す る 。  

２  入 札 執 行 者 は 、 前 項 に お い て 入 札 参 加 資 格 を 有 し て い な

い と 認 め た 者 に つ い て は 、 入 札 参 加 資 格 不 適 格 通 知 書 （ 様

式 第 ３ 号 ） を 送 付 す る と と も に 、 規 則 第  1 3 9条 に 基 づ き 当

該 入 札 を 無 効 と す る 。 （ 当 該 入 札 者 が 、 運 用 基 準 に 定 め る

や む を 得 な い 事 由 に よ り 、 入 札 執 行 者 の 承 諾 を 得 て 紙 入 札

方 式 に て 入 札 に 参 加 す る 者（ 以 下「 紙 入 札 参 加 者 」と い う 。）

で あ る 場 合 は 、当 該 入 札 に 参 加 さ せ て は な ら な い 。）な お 、

前 項 の 確 認 を 受 け ず に 、 当 該 入 札 に 参 加 し よ う と し た 者 も

同 様 と す る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定 に よ る 事 前 確 認 の 内 容 と そ の 方 法 に つ い て

は 、 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。  

 （ 入 札 説 明 書 の 配 布 ）  

第 ８ 条  次 に 掲 げ る 入 札 関 連 書 類 は 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載



  

し 、 入 札 参 加 希 望 者 が 閲 覧 で き る よ う に す る と と も に 、 入

札 執 行 機 関 に お い て 配 布 す る も の と す る 。  

( 1 )  入 札 に 係 る 説 明 事 項  

( 2 )  申 請 書 及 び 確 認 資 料  

( 3 )  愛 媛 県 建 設 工 事 入 札 者 心 得  

( 4 )  設 計 図 書 等 貸 与 申 請 書 （ 閲 覧 所 を 設 け て 閲 覧 に 供 す る

場 合 ）  

( 5 )  そ の 他 工 事 毎 に 必 要 と 認 め る も の  

 （ 設 計 図 書 等 の 閲 覧 ）  

第 ９ 条  設 計 図 書 等 は 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ 又 は 閲 覧 所 に お い て

閲 覧 に 供 す る も の と し 、 そ の 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か に す

る も の と す る 。  

２  設 計 図 書 等 の 閲 覧 期 間 （ 閲 覧 所 を 設 け て 閲 覧 に 供 す る 場

合 は 閲 覧 場 所 及 び 閲 覧 方 法 を 含 む 。 ） は 、 公 告 に お い て 明

ら か に す る も の と す る 。  

３  設 計 図 書 等 の 閲 覧 は 、公 告 後 速 や か に 開 始 す る こ と と し 、

入 札 の 期 間 の 初 日 の 前 日 ま で 行 う も の と す る 。  

４  質 問 書 の 提 出 は 原 則 と し て 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 行 う

も の と し 、 提 出 方 法 、 受 付 期 間 及 び 受 付 場 所 に つ い て は 、

公 告 に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。  

５  設 計 図 書 等 に 対 す る 質 問 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 は 、 そ の

質 問 に 対 す る 回 答 を 電 子 入 札 シ ス テ ム 又 は 県 ホ ー ム ペ ー ジ

に よ り 公 表 す る も の と す る 。 質 問 に 対 す る 回 答 書 の 公 表 方

法 及 び 公 表 期 間 に つ い て は 、 公 告 に お い て 明 ら か に す る も

の と す る 。  

６  質 問 書 の 受 付 期 間 は 、 原 則 と し て 設 計 図 書 等 の 閲 覧 を 開

始 し た 日 の 翌 日 か ら 、 入 札 の 期 間 の 初 日 の ６ 日 （ 愛 媛 県 の

休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年 愛 媛 県 条 例 第 ３ 号 ） 第 １ 条 に

規 定 す る 県 の 機 関 の 休 日 （ 以 下 「 休 日 」 と い う 。 ） を 含 ま

な い 。 ） 前 ま で と す る も の と す る 。  

７  質 問 に 対 す る 回 答 書 の 閲 覧 は 、 原 則 と し て 、 質 問 書 の 提

出 期 限 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ３ 日 （ 休 日 を 含 ま な い 。 ） 以

内 に 開 始 し 、 入 札 の 期 間 の 初 日 の 前 日 に 終 了 す る も の と す

る 。  

 （ 入 札 保 証 金 ）  

第 １ ０ 条  入 札 保 証 金 に つ い て は 、 規 則 第  1 3 5条 及 び 第  1 3 6

条 の 規 定 に よ り 入 札 見 積 金 額 の  1 0 0分 の ５ 以 上 の 額 を 納 付

す る も の と す る 。 た だ し 規 則 第  1 3 7条 に 該 当 す る も の に つ

い て は 免 除 す る こ と が あ る 。  

２  入 札 保 証 金 の 免 除 に つ い て は 、 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ く 事 前 確 認 の 際 に 、 規 則 第  1 3 7条 に 該 当 す る か 否 か を 判

断 す る も の と す る 。  

 （ 開 札 の 執 行 ）  

第 １ １ 条  開 札 の 執 行 は 、 第 ７ 条 の 規 定 に 基 づ く 事 前 確 認 に

お い て 、 入 札 参 加 資 格 を 有 し て い る と 確 認 で き た 者 の 入 札



  

書 を 開 札 の 対 象 と し （ 紙 入 札 参 加 者 に つ い て は 、 入 札 参 加

資 格 を 有 し て い る と 確 認 で き た 者 を 参 加 さ せ る も の と し ）、

そ の 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。  

２  入 札 に 際 し 、 入 札 参 加 者 に 申 請 書 及 び 確 認 資 料 の 提 出 を

求 め る も の と し 、 そ の 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の

と す る 。  

３  入 札 及 び 開 札 の 日 時 、 場 所 に つ い て は 、 公 告 に お い て 明

ら か に す る も の と す る 。  

４  入 札 執 行 者 は 、 開 札 後 、 落 札 者 の 決 定 を 保 留 し 、 後 日 落

札 者 を 決 定 す る 旨 を 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 通 知 す る 。

（ 紙 入 札 参 加 者 に 対 し て は 、 入 札 参 加 者 全 員 の 入 札 額 、 業

者 名 を 公 表 の 上 、 後 日 落 札 者 を 決 定 す る 旨 を 口 頭 に よ り 通

知 す る 。 ） な お 、 愛 媛 県 業 務 委 託 低 入 札 価 格 調 査 実 施 要 綱

（ 令 和 元 年 1 0月 １ 日 制 定 。以 下「 低 入 札 価 格 調 査 実 施 要 綱 」

と い う 。 ） の 適 用 を 受 け る 業 務 に あ っ て は 、 入 札 の 結 果 、

同 要 綱 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 調 査 基 準 価 格 を 下 回 る 入 札

が あ っ た 場 合 に は 、 同 要 綱 に 基 づ く 調 査 （ 以 下 「 低 入 札 価

格 調 査 」 と い う 。 ） を 行 う 旨 を 併 せ て 通 知 す る 。  

 （ 落 札 決 定 及 び 入 札 参 加 資 格 要 件 の 審 査 ）  

第 １ ２ 条  入 札 執 行 者 は 、 最 低 制 限 価 格 を 設 定 し て い る 業 務

に つ い て は 、 開 札 の 執 行 後 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最

低 制 限 価 格 以 上 の 最 低 価 格 入 札 者 に 対 し て 、 第 ４ 条 第 ７ 号

及 び 第 ８ 号 に 規 定 す る 入 札 参 加 資 格 に 関 し て 、 確 認 資 料 を

証 す る 資 料 （ 以 下 「 追 加 資 料 」 と い う 。 ） の 提 出 を 求 め る

も の と し 、そ の 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。

ま た 、 調 査 基 準 価 格 を 設 定 し て い る 業 務 に つ い て は 、 開 札

の 執 行 後（ 低 入 札 価 格 調 査 を 行 う 場 合 は 、調 査 を 行 っ た 後 ）、

落 札 候 補 者 に 対 し て 、 第 ４ 条 第 ７ 号 及 び 第 ８ 号 に 規 定 す る

入 札 参 加 資 格 に 関 し て 、追 加 資 料 の 提 出 を 求 め る も の と し 、

そ の 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。 な お 、 追

加 資 料 は 電 子 入 札 シ ス テ ム 、 Ｆ Ａ Ｘ 、 電 子 メ ー ル 又 は 持 参

に よ り 原 則 と し て 開 札 執 行 日 中 の 提 出 を 求 め る も の と し 、

提 出 が な か っ た 場 合 は 、 規 則 第  1 3 9条 に 基 づ き 当 該 入 札 を

無 効 と し 、 次 順 位 者 に 対 し て 追 加 資 料 の 提 出 を 求 め る も の

と す る 。  

２  入 札 執 行 者 は 、 最 低 価 格 入 札 者 か ら 提 出 さ れ た 申 請 書 、

確 認 資 料 及 び 追 加 資 料 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 申 請 書 等 」

と い う 。 ） の 内 容 を 審 査 し 、 入 札 参 加 資 格 を 満 た し て い る

と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 最 低 価 格 入 札 者 以 外 の 入 札 参 加 者

の 審 査 を 省 略 し 、 最 低 価 格 入 札 者 を 落 札 者 と 決 定 し て 審 査

を 終 了 す る も の と す る 。 最 低 価 格 入 札 者 が 入 札 参 加 資 格 を

満 た し て い な い と 認 め ら れ る 場 合 に は 、次 順 位 者 か ら 順 に 、

落 札 者 が 決 定 す る ま で 同 様 の 手 続 を 行 う も の と す る 。な お 、

同 価 格 の 入 札 を 行 っ た 者 が ２ 者 以 上 で あ る 場 合 は 、 追 加 資

料 の 提 出 を 求 め る 前 に 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ る 電 子 く じ を



  

実 施 し 、 落 札 候 補 者 と な る 順 位 を 決 定 す る も の と す る 。  

３  落 札 候 補 者 が し た 入 札 が 、 低 入 札 価 格 調 査 の 対 象 で あ る

場 合 は 、 入 札 執 行 者 は 、 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 必 要

に 応 じ て 落 札 候 補 者 以 外 の 入 札 参 加 者 に 対 し て 追 加 資 料 の

提 出 を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 入 札 執 行 者 は 、 当

該 入 札 参 加 者 か ら 提 出 さ れ た 申 請 書 等 の 内 容 を 審 査 す る も

の と す る 。 た だ し 、 落 札 者 の 決 定 は 当 該 低 入 札 価 格 調 査 の

後 に 行 う も の と す る 。  

４  前 項 に お い て 、 入 札 参 加 資 格 を 満 た し て い な い と 認 め ら

れ た 者 （ 申 請 書 等 が 不 備 で あ っ た 場 合 も 含 む 。 ） が 行 っ た

入 札 に つ い て は 、 規 則 第  1 3 9条 に 基 づ き 入 札 を 無 効 と す る

も の と す る 。  

５  落 札 者 の 決 定 は 、 原 則 と し て 開 札 執 行 日 の 翌 日 か ら 起 算

し て ３ 日 （ 休 日 を 含 ま な い 。 ） 以 内 に 行 う も の と す る 。 た

だ し 、 低 入 札 価 格 調 査 実 施 要 綱 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 調

査 基 準 価 格 （ 以 下 「 調 査 基 準 価 格 」 と い う 。 ） を 下 回 っ た

入 札 が 行 わ れ た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

６  入 札 執 行 者 は 、 落 札 者 を 決 定 し た 場 合 に は 、 直 ち に 入 札

参 加 者 に 対 し 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 落 札 者 決 定 の 通 知 を

行 う も の と す る 。 （ 紙 入 札 参 加 者 に 対 す る 落 札 者 決 定 の 通

知 に つ い て は 、 紙 入 札 参 加 者 が 落 札 者 で あ る 場 合 は 、 口 頭

又 は 文 書 に よ る も の と し 、 紙 入 札 参 加 者 が 落 札 者 以 外 で あ

る 場 合 は 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ に 入 札 結 果 を 公 表 す る こ と を も

っ て 、 落 札 者 決 定 の 通 知 に 代 え る も の と す る 。 ）  

７  第 ２ 項 に お い て 、 入 札 参 加 資 格 を 満 た し て い な い と 認 め

ら れ た 者 に つ い て は 、 入 札 参 加 資 格 不 適 格 通 知 書 （ 様 式 第

３ 号 ） を 送 付 す る も の と す る 。  

８  入 札 執 行 者 は 、 落 札 者 の 決 定 後 、 委 託 契 約 の 締 結 ま で の

間 に お い て 、 当 該 落 札 者 が 入 札 参 加 資 格 の 要 件 の い ず れ か

を 満 た さ な く な っ た 場 合 に は 、 当 該 委 託 契 約 を 締 結 し な い

こ と が あ る 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。  

 （ 入 札 参 加 資 格 が な い と 認 め た 者 に 対 す る 理 由 の 説 明 ）  

第 １ ３ 条  入 札 参 加 資 格 が な い と 認 め ら れ た 者 は 、 前 条 第 ６

項 の 通 知 を し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ７ 日 （ 休 日 を 含 ま な

い 。 ） 以 内 に 、 入 札 執 行 者 に 対 し て 入 札 参 加 資 格 が な い と

認 め た 理 由 の 説 明 を 書 面 に よ り 求 め る こ と が で き る も の と

し 、 そ の 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。  

２  入 札 参 加 資 格 が な い と 認 め ら れ た 者 が 説 明 を 求 め る 場 合

は 、 書 面 を 持 参 す る こ と に よ り 行 う も の と し 、 書 面 の 提 出

先 と 併 せ て 、 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。  

３  入 札 執 行 者 は 、 第 １ 項 の 説 明 を 求 め ら れ た と き は 、 苦 情

を 申 し 立 て る こ と の で き る 最 終 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 0日

（ 休 日 を 含 ま な い 。 ） 以 内 に 、 説 明 を 求 め た 者 に 対 し 、 書

面 に よ り 回 答 す る も の と し 、 そ の 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か

に す る も の と す る 。  



  

 （ 契 約 保 証 金 ）  

第 １ ４ 条  契 約 保 証 金 に つ い て は 、 規 則 第  1 5 2条 及 び 第  1 5 3

条 の 規 定 に よ り 契 約 金 額 の 1 0分 の １ 以 上 の 額 を 納 付 す る も

の と す る 。 た だ し 、 規 則 第  1 5 4条 に 該 当 す る も の に つ い て

は 免 除 す る こ と が あ る 。  

２  契 約 保 証 金 の 免 除 に つ い て は 、 第 1 2条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ く 審 査 の 際 に 、 規 則 第  1 5 4条 に 該 当 す る か 否 か を 判 断 す

る も の と す る 。 な お 、 調 査 基 準 価 格 を 下 回 る 入 札 を 行 っ た

入 札 者 と の 契 約 の 場 合 は 免 除 し な い 。  

 （ 入 札 の 無 効 ）  

第 １ ５ 条  公 告 に 示 し た 競 争 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な

い 者 及 び 虚 偽 の 申 請 を 行 っ た 者 の し た 入 札 並 び に 愛 媛 県 建

設 工 事 入 札 者 心 得 及 び 運 用 基 準 等 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反

し た 入 札 は 無 効 と す る 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の

と す る 。  

 （ 入 札 の 中 止 ）  

第 １ ６ 条  第 ７ 条 第 １ 項 の 基 本 的 入 札 参 加 資 格 の 事 前 確 認 の

結 果 、 基 本 的 入 札 参 加 資 格 を 有 し て い る と 認 め ら れ る 者 が

い な い と き は 、 入 札 を 中 止 す る も の と す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ ７ 条  電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 入 札 を 行 う 場 合 は 、 こ の

要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 運 用 基 準 に よ る も の と す る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 2 0年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 2 2年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 2 4年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 2 6年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


